
１ 令和７年度 ５歳児健康診査
（試行実施）の報告
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資料１



生駒市のこども（就学前）の健診
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受診時期 1か月 3か月 7か月 12か月 1歳6か月 3歳6か月 5歳
保育所等
所属機関
（年2回）

就学前
（就学前年
10月以降）

根拠法等 母子保健法

母子保健医療対策
総合支援事業の実
施について

（こども家庭庁通知）

学校保健安全
法施行規則に
準ずる

学校保健安全法
施行規則

開始時期 令和5年 昭和49年 平成9年 令和7年 － －

実施方法 個別 個別 個別 個別 集団 個別 巡回 集団 集団

実施内容 内科診察 内科診察 内科診察 内科診察

内科診察
歯科診察
歯科相談
栄養相談
発達相談
育児相談

内科診察（精神
発達・言語発達
を含む）
尿検査
屈折検査

精神発達面
（内科診察は定期
健診を活用）

内科診察
歯科診察
尿検査

内科診察
歯科診察
聴力検査
視力検査
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園医方式と巡回方式を組み合わせて実施
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問診表回答 事前協議 事後協議集団観察 定期健診 結果通知

（オンラインで実施）
・保護者
・所属園

（所属園で実施）
・所属園
・健康課

＃問診結果をもと
に情報共有

＃要観察者の抽出

（所属園への巡回）
・所属園
・健康課

（所属園で実施）
・所属園
・健康課

＃支援の方向性
の検討

（所属園で実施）
・園医、嘱託医

＃精神面の判定

（園から個別配付）
・健康課
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要観察

とことこ相談 幼保巡回相談

園での支援

異常なし

終了

既支援

終了
（必要時相談へ）

就学前教育相談

個別支援

要支援

ことばの教室

健康課
発達検査

生活支援センター

あすなろ

作業療法（OT）
言語療法（ST）

児童発達支援

かかりつけ医

判定とフォローアップ体制
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結果通知

異常なし 要観察 要支援 既支援
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試行実施から得られたメリット（モデル園アンケート含む）

• 園に出向くことで、担任から直接児の普段の様子を聞くことができ、
児は慣れた環境での活動の様子を確認することができた。

• 多職種で児の発達状況を確認でき、今後の支援もモデル園と巡回
チームが一緒に考えることができた。

• 専門職の評価として保護者にフィードバックすることができた。

• 支援が必要な児に早期にアプローチできた。

• 園と保護者の両者からの情報（診査録）をもとに健診を実施できた。

• 保護者は児の発達を心配していなかったが、園は心配していた児を
支援の対象とすることができた。
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試行実施から見えた課題と対応策（モデル園アンケート含む）

• 巡回チームが複数回園に出向く必要があったが、園の行事も多く、協議・巡回日の日程調整が困難な場
合があった。

☛実施を重ねることで、園の行事のひとつとして認識していただける。

• 保護者が不在の健診となる。

☛診査録に記入いただくことで保護者の思いを汲み取ることができる。

☛担任からの意見聴取により、保護者からの不安なども事前に聞き取ることができる。

• 市内全園を巡回するには、現在の人員では不足している。

☛国の補助金を活用して人員を増員していく

・個別観察や診査録の入力に時間を要した。診査録の回答に迷った。（モデル園より）

☛診査録の見直しを行い、回答しやすい書式に変更していく

• 4歳半～5歳半の間に健診を受けられない児がいる。

• 春に巡回を行うと、進級して間もない時期であり児らの様子を把握しきれていない時期で苦労した（モ
デル園より）

☛国の要綱上は実施年度に満5歳となる幼児が対象（「年中児」の設定。）

☛精神面の判定時期を定期健診とずらして実施することで、多くの児が標準的年齢で実施可能。
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